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七
月
行
事
の
予
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七
月
三
日
（
日
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３
階
お
や
つ
ア
ラ
カ
ル
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七
月
四
日
（
月
） 

 
 

２
階
お
や
つ
ア
ラ
カ
ル
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七
月
六
日
（
水
） 

 
 

４
階
お
や
つ
ア
ラ
カ
ル
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七
月
七
日
（
木
） 

 
 

季
節
の
食
事 

昼
食
時 

 

 

七
月
十
一
日
（
月
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郷
土
料
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愛
知
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と
う
が
ん
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七
月
十
五
日
（
金
） 

 
 

丼
巡
り 

ば
ら
天
丼 

 

七
月
二
十
四
日
（
日
） 

 
 
 
 

お
楽
し
み
献
立 

昼
食
時 

七
月
二
十
八
日
（
木
） 

 
 

郷
土
料
理 

山
口
県
鶏
肉
の
山
賊
焼
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ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
受
付

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
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４
回
目
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て 

  

６
０
歳
以
上
の
追
加
接
種
４
回
目
に
つ
い
て
は
、

３
回
目
接
種
の
完
了
か
ら
５
か
月
以
上
経
過
し

た
方
を
対
象
に
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

３
回
目
接
種
の
完
了
か
ら
５
か
月
以
上
経
過
し

た
方
に
は
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
よ
り
４
回
目
の

接
種
券
が
ご
自
宅
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。 

 

※
３
月
に
３
回
目
の
接
種
を
完
了
さ
れ
て
い
る
場

合
、
７
月
下
旬
ご
ろ
、
４
回
目
の
接
種
券
が
発
送

さ
れ
る
予
定
で
す
。 

  

当
施
設
に
て
４
回
目
の
接
種
を
ご
希
望
の
方
は

ご
自
宅
に
届
い
た
接
種
券
を
当
施
設
受
付
ま
で

ご
提
出
く
だ
さ
い
。 

 

当
施
設
で
の
４
回
目
接
種
開
始
時
期
は
、
８
月

中
旬
以
降
で
予
定
し
て
い
ま
す
。 

ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
当
施
設
受
付

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

 【
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
に
つ
い
て
】 

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」を
お
持
ち
の
方

の
有
効
期
限
は
、「
令
和
四
年
七
月
三
十
一
日
」
迄
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

近
日
中
に
住
所
地
の
区
市
町
村
か
ら
、「
介
護
保

険
負
担
額
」
の
更
新
手
続
き
の
ご
案
内
が
郵
送
さ
れ

る
と
思
い
ま
す
。
郵
送
さ
れ
ま
し
た
ら
、
更
新
申
請
手

続
き
を
直
ぐ
に
お
願
い
し
ま
す
。 

 「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」の
交
付
に
つ
い
て 

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」の
有
効
期
限
も「
令
和

四
年
七
月
三
十
一
日
」迄
で
す
。 

八
月
一
日
か
ら
の
新
し
い「
介
護
保
険
負
担
割
合

証
」
は
七
月
中
旬
か
ら
住
所
地
に
郵
送
さ
れ
ま
す
の

で
、
ウ
イ
ン
グ
受
付
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

 「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」の
交
付
に
つ
い
て 

 

「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
を
お
持
ち
の
方

の
有
効
期
限
は
令
和
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

八
月
一
日
か
ら
の
新
し
い「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
」
が
ご
自
宅
に
届
き
ま
し
た
ら
、
ウ
イ
ン
グ
受

付
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 
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